
入札説明書 

 

 木曽森林管理署の低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（御岳御厩野林道第 7 号橋

梁）に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるもの

とする。 

 

１ 公告日：令和 7年 11月 14 日 

２ 契約担当官等：分任支出負担行為担当官 木曽森林管理署長 

３ 業務概要：入札公告１のとおり 

４ 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項：入札公告２のとおり 

 

５ 競争参加資格の確認等 

（１）本競争の参加希望者は、入札公告２に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、 

次に掲げるところに従い、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）を提出し、分

任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。  

    入札公告２（３）の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料（以下、「申請書等」 

という。）を提出することができる。この場合において、入札公告２（１）（２）及び（４）か

ら（６）まで掲げる事項を満たしているときは、開札の時において入札公告２（３）に掲げ

る事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。た

だし当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において入札公告２（３）に

掲げる事項を満たしていなければならない。  

    なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者が行っ

た入札は無効とする。  

     

（２）申請書等の提出は、電子調達システムにより送信するか、持参又は郵送（書留郵便に限る）

或は電子メールで送信すること。電話、電報又はファクシミリによるものは受け付けない。 

申請書等の提出期限及び方法は、入札公告４（２）、（３）のとおり 

 

（３）申請書等は別紙様式１により作成すること。 

 

６ 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明 

（１）競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格 

がないと認めた理由について、次に従い書面（様式は自由）により説明を求めることができる。 

  ア 期限：令和７年 12 月 4 日 

  イ 場所：〒399-5604  長野県木曽郡上松町正島町 1-4-1    

            木曽森林管理署総務グループ 

  ウ 方法：電子メールの送信、または書面を持参により提出すること。 

  エ 電子メール送信先：kiso.d.f.o@maff.go.jp 

（２）分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和７年 12月 15 日までに説明を 



求めた者に対し、書面により回答する。 

７ 入札説明書に対する質問 

（１）この入札説明書に関する質問がある場合においては、書面（任意様式）により電子メー

ルまたは持参により提出すること。 

ア 提出場所 

〒399-5604  長野県木曽郡上松町正島町 1-4-1 

木曽森林管理署総務グループ 

電話：050-3160-6065 

電子メールアドレス：kiso.d.f.o@maff.go.jp  

イ 提出期間 

令和７年 11 月 15 日（土曜日）から令和７年 11月 25 日（火曜日）まで 

（２）上記（１）の質問に対する回答は、中部森林管理局のホームページに掲載する。 

https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/apply/publicsale/situmonkaitou/sonota.html 
 

８ 落札者の決定方法 

（１） 競争参加資格の確認がなされた者の中で、予算決算及び会計令第７９条の規定に基づ 

き作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を 

落札者とする。 

（２） 落札となるべき入札をした者が２者以上ある場合は、直ちに当該入札をした者にくじを

引かせて落札者を定めるものとする。ただし電子調達システムにより入札がある場合は、

電子調達システムの電子くじにより落札者を定める。 

（３） 落札者となるべき者の入札価格に予定数量を乗じた価格（以下、「予定総金額」という。） 

が予算決算及び会計令（以下「令」という。）第８５条に基づく調査基準価格を下回る場

合 

ア 予定価格が１千万円を超える場合について、調査基準価格を下回って入札が行われた

場合は、入札を「保留」し、調査を行い、落札者を後日決定する。この場合は、最低の価

格をもって入札した者であっても落札者とならない場合がある。この調査期間に伴う当

該事業の事業期間の延期は行わない。 

イ 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を落札者及び最低価格の入札

者（最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ）に通知し、他の入札者にはその旨

通知する。 

 

９ 請負契約における低入札価格調査制度、調査基準価格 

 （１）請負契約（予定価格が 1,000 万円を超えるものに限る。）について令第８５条（同令第 

９８条において準用する場合を含む。）に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格

によっては、その者により当該 契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれが

ある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、予定価格に１０分の６を乗じて得た額

（以下「調査基準価格」という。）に満たない場合とする。 

 （２）調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査（事情聴取）に協 



力すべきものとする。 

 

１０ 低入札価格調査 

入札価格が調査基準価格を下回る価格で入札をした者によりその価格によって契約内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、説明資料の提出を求

め、事情聴取を行うものとする。  

（１） 提出を求める資料等  

ア 当該価格により入札した理由  

イ 労務費、燃料費、備品費、間接費等が記載された入札価格の内訳書  

ウ 当該契約の履行体制 

エ 手持ちの業務状況  

オ 手持ちの機械等の状況  

カ 過去において受注・履行した同種または類似業務の名称及び発注者 

（２）（１）の資料の提出期限は、入札日の翌日から起算して７日以内とし、提出期限後の差し 

替え及び再提出は認めないものとする。  

また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に

協力しない場合は、入札者注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札

を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

 

１１ その他 

（１）暴力団排除に関する誓約事項については、中部森林管理局競争契約入札心得に明記する。 

（２）電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わない 

ものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙

入札方式に変更することができるものとする。 

（３）電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する

場合がある。 

（４）入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和

４年９月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議

決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
別紙様式１                               （用紙Ａ４判） 

競争参加資格確認申請書 

 

令和  年  月  日 
分任支出負担行為担当官 
 木曽森林管理署長 北村 大 殿 

     

   住    所 
   商号又は名称 
  代表者氏名 

 

 令和７年 11月 14 日付けで入札公告のありました低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運搬及び処

分業務委託（御岳御厩野林道第７号橋梁）に係る競争参加資格について確認されたく、下

記書類を添えて申請します。 
 なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令１６５号）第７０条及び第７１条の規定に

該当する者でないこと及び添付書類内容については事実と相違ないことを誓約する。 

 

記 

 

１． 入札公告４（１）イに定める令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁

統一資格）の写し 
２． 入札公告４（１）ウに定める廃棄物処理法第１５条の４の４第１項に基づく低濃度

ＰＣＢ廃棄物の無害化処理の認定を受けていることが分かる書類の写し 
３． 入札公告４（１）エに定める廃棄物処理法第１４条の４第１項の規定に基づく特別管

理産業廃棄物の収集運搬業務（ＰＣＢ廃棄物）の許可を、廃棄物の積込場所及び荷卸し場

所を管轄する都道府県知事もしくは政令指定市長から受けていることが分かる書類の写

し 


